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１．ガス供給業に係る法人事業税の課税方式の見直し 

ガス供給業について、令和４年の導管部門の法的分離、他のエネルギーとの競合や新規参入の状

況とその見通し、行政サービスの受益に応じた負担の観点、地方財政や個々の地方公共団体の税収

に与える影響等を考慮の上、これらの法人に対する課税方式の見直しが行われました。（令和４年

４月１日以後開始する事業年度から適用。） 

 （１）特定ガス供給業 

対象法人 区分 法人事業税率 特別法人事業税 

特別一般ガス導管

事業者の供給区域

内でガス製造事業

を行う法人 

収入割 ０．４８％ 

６２．５％ 付加価値割 ０．７７％ 

資本割 ０．３２％ 

 

（２）（１）以外の一般ガス供給業（普通法人と同様の課税方式） 

対象法人 区分 法人事業税率 特別法人事業税率 

資本金１億円超

の普通法人 

収入割 ― 

付加価値割 １．２％ 

２６０％ 資本割 ０．５％ 

所得割 １．０％ 

資本金１億円以

下の普通法人等 

収入割 ― 

所

得

割 

400 万以下 ３．５％ 

３７％ 
400 万超 

800 万以下 
５．３％ 

800 万超 ７．０％ 

２．大法人に対する法人事業税所得割の税率の見直し 

令和４年４月１日以後開始する事業年度から、付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額

により法人事業税を課される法人に係る法人事業税の所得割について、段階税率を廃止すると 

ともに、これらの部分に係る標準税率を１％とする等の所要の措置が講じられました。 

 区分 法人事業税率 特別法人事業税 

所

得

割 

年 400 万円以下の金額 

１．０％ ２６０％ 年 400 万円を超 800 万円以下の金額 

800 万円超の金額 

 

令和４年度税制改正等について 



３．積極的な賃上げ等を促すための措置 

（１）大法人 

法人税における賃上げ税制にあわせ、継続雇用者の給与総額を一定割合以上増加させた法人に 

対して、雇用者全体の給与総額の増加額を付加価値額から控除する措置が講じられました。（２年

間の時限措置） 

（２）中小法人 

中小企業全体として雇用を守りつつ、積極的な賃上げや人材投資を促す観点から、控除率の上乗

せ要件を見直すとともに、控除率を最大 40%に大胆に引き上げた上で、適用期限が 1 年延長（令和

６年３月３１日）されました。 

 

４．その他の主な改正 

 ガス供給業に係る託送料金を控除する収入割の特例措置の延長（３年）、オープンイノベーショ

ン促進税制の拡充、グループ通算制度の施行に伴う所要の措置等が講じられました。 

 

 

 

本件に対する問合せ ⇒ 各県税事務所 法人担当まで 

 中央県税事務所  ０４３（２３１）２３００  旭県税事務所     ０４７９（６２）０７７２ 

 千葉西県税事務所 ０４３（２７９）７１１１  東金県税事務所   ０４７５（５４）０２２３ 

 船橋県税事務所  ０４７（４３３）１２７８  茂原県税事務所   ０４７５（２２）１７２１ 

 松戸県税事務所  ０４７（３６１）２２７９  館山県税事務所   ０４７０（２２）７１１７ 

 柏県税事務所   ０４（７１４７）８７４３  木更津県税事務所 ０４３８（２５）１１１０ 

 佐倉県税事務所  ０４３（４８３）１１１４  市原県税事務所   ０４３６（２２）２１７１ 

 香取県税事務所  ０４７８（５４）１３１４                 

http://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/jimusho/index.html         
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